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2 号代議員候補者選定申し合わせ 
 
 2号代議員候補者選定にあたっては，本申し合わせを参照のうえ，選定すること。 
 なお，各事項については，毎回理事会において確認を行う。 
 
 
１．各支部所属の正員の中から選出する。 
２．理事会において，選挙実施年度の1月末時点における正員数を推定し，それにより支部別の代議員改

選数を決定する。 
・各支部毎に下記算式で算出した改選数を決定する。 
各支部正員数／（9支部の正員数の合計／40名） 
なお，端数は切り上げる。 

・その結果各支部改選数の合計が 45 名を超えるときは，切り上げ率の高い支部順に 1 名減としてその

合計を45名に押さえる。 
３．役員候補，評議員候補は対象外とする。 
 
 
（改廃等） 
1. 平成11年4月19日，理事会において承認制定。 


